
秋田市教育支援委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年５月25日

秋田市教育委員会

教育長 佐 藤 孝 哉

秋田市教委規則第２号

秋田市教育支援委員会規則の一部を改正する規則

秋田市教育支援委員会規則（昭和50年秋田市教委規則第５号）の一部を

次のように改正する。

第４条中「20名」を「21名」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


